
 

 

公　募　公　告 

　下記のとおり公告に付します。 

　令和８年３月19日 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　支出負担行為担当官 

                                                　    　  関東管区警察局総務監察部会計課長 

本橋　正 

 

記 

 

１．公募に付する事項                             

本業務は、パナソニックコネクト(株)製　ＰＳＷ形携帯用無線電話機の修理であり、機器の設計構築等

製造者以外に下記「２．公募に参加する者に必要な資格等に関する事項」の要件を満たし、本業務の実施

を希望する者がいるか否かを確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請するものである。 

なお、公募の結果、応募要件を満たすと認められる申込者が一者以上あった場合は、競争入札を行うも

のとし、公募に参加する者がいない場合には、随意契約による契約手続きを行うことを予定している。 

 

２．公募に参加する者に必要な資格等に関する事項 

（１）予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同

条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和７・８・９年度内閣府競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの

等級に格付けされている者であること。 

（４）警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国

発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。　　   

（６）機器の設計構築等製造者であるパナソニックコネクト(株)から、保守に必要な知的財産、技術情報等

の提供を受けることができる旨の証明書を受領し提出すること。 

 

３．公募手続等の問い合わせ先及び参加意思確認書の提出期限等 

（１）担当部局 

　　　埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１ 

      関東管区警察局総務監察部会計課調達係 

      電話番号　０４８－６００－６０００（内線２２２３） 

（２）参加意思確認書の提出期限、場所及び方法 

　　　令和８年４月７日（火）　17時00分 

　　　上記（１）に同じ。郵送の場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。 

（３）公募参加者は、関東管区警察局担当者が求める説明及び文書の提出に速やかに対応すること。 

 

４．参加意思確認書等の無効 

　　本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者の参加意思確認書等は無効とする。 

 

５．その他 

（１）手続において使用する言語 

　　　日本語に限る。 

（２）関連情報を入手するための照会窓口 

　　　上記３（１）に同じ 

（３）資格等に関する書類は返還しない。 

（４）本件に係る契約締結については、令和８年度予算に当該予算が盛り込まれるとともに同予算が成立し、 

予算令達がなされることを条件とする。 

 



参加意思確認書 

 

 

 令和　　年　　月　　日

 

 　支出負担行為担当官

 　関東管区警察局総務監察部会計課長　殿　

 

 

 住 所

 

 会 社 名

 

 代表者名

 

 

 

　令和８年３月１９日付けで公募公告のありました、パナソニックコネクト(株)製　ＰＳ

Ｗ形携帯用無線電話機の修理に係る参加意思確認書について、下記の書類を添えて申請し

 ます。

 

 

 記

 

   （例）

   ・　資格審査結果通知書（写）

　・　修理作業に必要な知的財産等の提供証明等 

 

 

 

 

 


